
新 規 通学証明書
学校代表者印のあるもの

学校代表者印がある以下の書類も可

・通学定期券申込書・通学証明用学生証

通学定期券の購入に必要な書類

「進学時」「区間・経路変更」は新規

現在お持ちの

定期券
年度内
同学年中の購入

継

続

進級時の

年度またぎ
次学年にまたがる購入

・有効期間が4月30日を超えない定期券をご購入の場合、学生証は不要です

現在お持ちの

定期券 + 学生証

進級後の初回
新学年の購入

現在お持ちの

定期券 + 学生証

現在お持ちの

定期券

期限切れの場合、通用期間終了後から2ヶ月以内のものは必要書類として使用可能です。

2ヶ月以上経過している場合は「新規」扱いとなり、通学証明書が必要となります。

学生証
定期券名義人の方の在学・進級確認のため、顔写真などがある学生証が必要です。

顔写真などが無く、ご本人確認のできない、生徒手帳などは必要書類とはなりません。

※有効期間が切れている、または有効期間の確認できない通学証明書、学生証は使用できません。

また、コピーは使用できません。原本が必要となります。

※発売区間は通学証明書に記載されたものと同じ区間となり、延長や分割はできません。

※最終学年のお客さまは、通用終了日が4月30日を超えない通学定期券をご購入いただけますが

卒業後はご利用できません。


